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成年後見制度

一般社団法人  
コスモス成年後見サポートセンター

わたしたち行政書士が、成年後見制度をとおして、
日々の安心をお届けいたします

安心の
お手伝い



認知症の方、知的障がいのある方など、
判断能力が十分でない方の日常生活を、

ご本人の意思を最大限尊重しながら、支援していく制度です。

判断能力が低下すると

●介護施設を利用するための契約

●医療・入院契約などの法律行為

●不動産の管理・処分

●現金・預金通帳の財産管理

　などを自ら行うことが困難になったり、悪徳商法や強引なセールスに会わないかと不安に

なったりします。

　成年後見制度の利用によって、ご本人を代理して契約したり、財産管理することによって

支えていきます。

成年後見制度には、
　判断能力が十分にある間に、信頼することができる方と公正証書で予め契約しておく任意後見制度と、

すでに判断能力が低下している場合に利用する法定後見制度があり、さらに、法定後見制度には、後見・

保佐・補助の３つの類型があります。　

任意後見制度 法定後見制度

成年後見制度

後見 保佐 補助

家庭裁判所への申立により、
後見人などに適していると　　
認められる方が選任されます。

判断能力が十分にあるうちに、
任意後見人となるべき方を定め、
判断能力が不十分になる場合に備えて、
任意後見契約を公正証書で結びます。

成年後見制度とは？
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申立をすることができる人

対象となる方

取消が可能な行為

成年後見人等（成年後見人・
保佐人・補助人）の同意が
必要な行為

成年後見人等に与えられる
代理権の範囲

後見 保佐 補助

申立の範囲内で家庭
裁判所が審判で定める
特定の法律行為

申立の範囲内で家庭
裁判所が審判で定める
特定の法律行為

民法13条１項所定の
行為

判断能力が著しく不十
分な方

判断能力が欠けている
のが通常の状態の方 判断能力が不十分な方

財産に関するすべての
法律行為

日常生活に関する行為
以外の行為 同上同上

同左

本人、配偶者、四親等内の親族、検察官など　市町村長

●法定後見制度の概要

　任意後見制度は、十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になる場合に備えて、

あらかじめ自らが選んだ代理人（任意後見人）に、自身の生活、療養看護や財産管理に関する事務につ

いて代理権を与える契約（任意後見契約）を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。

　契約しておくことで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務に

ついて、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などをすることによっ

て、本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。

法定後見制度と任意後見制度

●任意後見制度の概要

●後見人の費用

ご本人の資力その他の事情によって、家庭裁判所によって決定され、ご本人の

財産の中から支払われます。

依頼される方のとの話し合いによって、内容は契約で定めます。

法定後見の場合

任意後見の場合
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成年後見制度について、ご相談、お問い合わせを受け付けております。
お気軽にご連絡ください。

一般社団法人　コスモス成年後見サポートセンター
〒153-0042　東京都目黒区青葉台3-1-6　行政書士会館3F

ＵＲＬ:http://www.cosmos-sc.or.jp

c o s m o s

お申し込み・お問い合わせ先

一般社団法人
コスモス成年後見サポートセンターとは？

所定の研修を終えた会員を、各地の家庭裁判所に、
後見人・後見監督人等の候補者として推薦しています。

平成２２年８月に、日本行政書士会連合会が設立しました。

研修を行ない、会員の資質の維持と向上に努めております。

会員の指導・監督を徹底するとともに、万が一に備えて、
会員全員が成年後見賠償責任保険に加入しております。

ご相談
ください

おまかせ
ください


